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	スライド 1: 下川町スポーツ・文化地域クラブ(地域クラブ)の概要
	スライド 2: ○活動場所 　下川中学校、スポーツセンター、公民館、町内社会体育・社会教育施設  ○活動時間 　平　日　２時間以内、学校休業日は３時間以内、週当たり１１時間以内 　学期中　週当たり5日以内、原則祝祭日は活動しない  ○クラブ員の対象者 　町内に住所を有する中学生、下川町町教育委員会が認める中学生  ○入会の手続き 　保護者は、教育委員会に申請  ○参加料 　年額5,000円(下川町要保護及び準要保護児童生徒及び下川町特別支援教育就学奨励 　費就学援助の認定を受けている者は、免除) 

